
第３節 騒音・振動

１ 騒音・振動の現況

� 概 況

ア 騒 音

騒音には、工場や商店・飲食店などの製造・事業活動に伴うもの、建築・土木工事などの建設作業に伴うも

の、自動車等の交通機関の活動に伴うもの、そしてクーラーやステレオなど家庭生活に伴うものなどがあり、

その発生源、音の量・質ともに多種多様です。

また、数値的な音量よりも、体感音量により不快感を生じ、苦情の原因となりやすい「感覚公害」の１種で

もあり、各種公害のうちで、最も日常生活に密接した公害であるといえます。このため、騒音は大気汚染や水

質汚濁とともに、毎年公害苦情の大きな割合を占めています。

平成１３年度の騒音苦情件数は総苦情件数６０９件に対し５５件となっています。（表２―２―７４）

また、発生源別については図２―２―３３に示すとおりです。

図２―２―３３ 平成１３年度、平成１２年度における騒音の発生源別苦情件数の構成比

イ 振 動

建設作業、製造事業場を主な発生源とする振動は、騒音と同時に発生することが多く、この点から日常生活

に関連が深い公害のひとつと言えます。

平成１３年度の振動苦情件数は総苦情件数６０９件に対し４件となっています。（表２―２―７４）

�表２―２―７４ 本県の騒音・振動苦情件数 （単位：件、（ ）内％）

� （ ）内数値は、全苦情件数に対する割合

年度 平成７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

騒 音 ６３（１７．３） ６８（１４．９） ６４（１５．４） ５２（１０．７） ３８（８．５） ６０（１１．１） ５５（９．０）

振 動 ６（１．６） ９（２．０） ５（１．２） ７（１．４） ５（１．１） ５（０．９） ４（０．７）

計 ６９（２０．０） ７７（１６．９） ６９（１６．６） ５９（１２．１） ４３（９．６） ６５（１２．０） ５９（９．７）
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� 騒 音

ア 環境騒音

環境騒音とは、私達が生活する場における工場騒音、交通騒音、生活騒音及び自然界の音等が複合した騒音

の総称です。評価は、測定場所等により一般地域（道路に面する地域以外の地域）と道路に面する地域に２分

類して行います。

� 一般地域（道路に面する地域以外の地域）における騒音

一般地域における騒音の状況を把握するため、本県では４市８町（徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、

石井町、那賀川町、羽ノ浦町、日和佐町、松茂町、北島町、鴨島町及び池田町）において県及び市町が協力

して環境基準の達成状況を調査しています。

平成１３年度においては、調査を行った２１地点全てで２時間帯（昼間、夜間）ともに環境基準（環境基本法

で定められている生活環境保全のために望ましい基準）を達成していました。（表２―２―７５）

�表２―２―７５ 一般地域における環境基準の達成状況

�イ 道路に面する地域における騒音

道路沿いの地域は自動車の通行による騒音の影響を受けます。環境基準の類型指定地域内については、道

路車線数及び幹線交通を担う道路であるかにより基準が設けられています。

本県では、道路に面する地域における騒音の状況を把握するため、４市９町（徳島市、鳴門市、小松島市、

阿南市、石井町、那賀川町、羽ノ浦町、日和佐町、松茂町、北島町、鴨島町、池田町及び藍住町）において

県及び市町が協力して環境基準の達成状況を調査しています。

平成１３年度は、主要道路沿線の１７地点（うち環境基準の類型指定地域１６地点）において調査を行いました。

調査地点及び環境基準達成状況は、表２―２―７６のとおりです。また、各地点の測定結果及び環境基準値は

表２―２―７７のとおりです。

�表２―２―７６ 道路に面する地域における騒音の調査地点及び環境基準の達成状況一覧表

調査地点数
時間帯ごとの達成地点数（達成率％） ２時間帯全てで

達成した地点数昼 間 夜 間

２１ ２１（１００％） ２１（１００％） ２１（１００％）

�１．「昼間」とは午前６時から午後１０時までの間をいい、「夜間」とは、午後１０時から翌日の午前６時までの間をいう。
２．藍住町については、騒音に係る環境基準の地域類型が未指定であるため、環境基準の評価対象外とする。

測 定 場 所 道 路 名 環境基準類型
環境基準の達成状況
（達成○ 非達成×）

昼 間 夜 間
①徳島市沖浜１丁目 国道５５号 Ｃ × ×

②徳島市北常三島町２丁目 国道１１号 Ｃ × ×
③鳴門市大津町吉永 主要地方道 鳴門池田線 Ｂ ○ ○
④小松島市中田町千代ケ原 主要地方道 小松島港線 Ｃ ○ ○
⑤小松島市神田瀬町 主要地方道 小松島佐那河内線 Ｂ ○ ○
⑥阿南市橘町大浦 国道５５号 Ｂ × ○
⑦石井町高川原字高川原 主要地方道 石井引田線 Ｂ ○ ○
⑧那賀川町大字上福井字橋本 県道 大林那賀川阿南線 Ａ ○ ○
⑨羽ノ浦町古庄字中川原 国道５５号 Ｃ ○ ○
⑩日和佐町奥河内 国道５５号 Ｃ ○ ○
⑪松茂町広島字東裏 国道２８号 Ｃ × ×
⑫松茂町広島字南川向 国道１１号 Ｂ ○ ○
⑬北島町江尻字内中須 主要地方道 徳島鳴門線 Ｃ ○ ○
⑭北島町鯛浜字川久保 町道１号線 Ｂ × ×
⑮鴨島町鴨島 国道１９２号 Ｃ ○ ×
⑯池田町ヤマダ 国道３２号 Ｃ ○ ×
⑰藍住町徳命字前須東 主要地方道 徳島引田線 未指定
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�表２―２―７７ 道路に面する地域における騒音の測定結果及び環境基準

このうち８地点（①、②、③、④、⑤、⑥、⑩及び⑭）で面的な評価（一定の地域ごとに当該地域内のす

べての住居等（沿道から５０メートルの範囲内）のうち環境基準を超過する戸数及び超過する割合を把握する

ことによる評価）を行ったところ、表２―２―７８のとおりとなりました。

�表２―２―７８ 面的な評価による環境基準達成状況

イ 工場・事業場騒音

工場・事業場騒音は、生産工程等の各種機械施設の稼動により発生します。騒音規制法では、特に著しい騒

音（機械から１ｍの距離で８０～１００デシベル程度）を発生する機械類を特定施設に指定し、騒音規制地域内で

設置する場合の届出と設置地域別に定められている騒音の規制基準値の遵守を義務づけています。

県下４市３０町が騒音規制法の地域を指定しており（表２―２―８９）、平成１３年度までに届出のあった県内の特

定施設数と施設設置工場数は表２―２―７９のとおりです。

さらに本県では、県公害防止条例による規制対象施設の拡大、規制地域の拡張（海上を除く県下全域）を行

っています。平成１３年度までに届出のあった県内条例規制対象施設数と設置工場数は表２―２―８０のとおりで

す。

ウ 建設作業騒音

建設作業騒音とは、道路や建物等の建設作業に伴い発生するもので、短期間で終了するが瞬時の騒音レベル

が高いことや、主に屋外作業であるため具体的な騒音防止対策が難しい特徴があります。

測 定 場 所
測定した騒音レベル
（単位：dB）

環 境 基 準 値
（単位：dB）

昼 間 夜 間 昼 間 夜 間
①徳島市沖浜１丁目 ７１．６ ６７．４ ７０ ６５
②徳島市北常三島町２丁目 ７２．８ ６８．５ ７０ ６５
③鳴門市大津町吉永 ６７．２ ６１．７ ７０ ６５
④小松島市中田町千代ケ原 ６９．９ ６２．５ ７０ ６５
⑤小松島市神田瀬町 ６７．１ ５８．４ ７０ ６５
⑥阿南市橘町大浦 ７１．３ ６３．４ ７０ ６５
⑦石井町高川原字高川原 ６５．９ ５９．２ ７０ ６５
⑧那賀川町大字上福井字橋本 ５８．５ ５０．６ ７０ ６５
⑨羽ノ浦町古庄字中川原 ６７．２ ６１．６ ７０ ６５
⑩日和佐町奥河内 ６７．９ ６１．９ ７０ ６５
⑪松茂町広島字東裏 ７２．０ ６７．９ ７０ ６５
⑫松茂町広島字南川向 ６５．０ ５９．６ ７０ ６５
⑬北島町江尻字内中須 ６９．５ ６４．３ ７０ ６５
⑭北島町鯛浜字川久保 ６８．８ ６３．７ ６５ ６０
⑮鴨島町鴨島 ６９．３ ６５．７ ７０ ６５
⑯池田町ヤマダ ６９．９ ６５．７ ７０ ６５
⑰藍住町徳命字前須東 ６８．０ ６２．６ － －

測 定 場 所
住宅等
総戸数
（戸）

環境基準達成戸数（戸） 環境基準達成率（％）
昼 夜 昼 間 夜 間 昼 夜 昼 間 夜 間

徳島市沖浜１丁目 ５３６ ３７２ ４１２ ３７２ ６９ ７７ ６９

徳島市北常三島町２丁目 ３１４ １１５ １１５ １４０ ３７ ３７ ４５

鳴門市大津町吉永 ４４ ４２ ４２ ４３ ９５ ９５ ９８

小松島市中田町千代ケ原 ７７ ７７ ７７ ７７ １００ １００ １００

小松島市神田瀬町 １７９ １７９ １７９ １７９ １００ １００ １００

阿南市橘町大浦 ７８ ４２ ４２ ７８ ５４ ５４ １００

日和佐町奥河内 ３０ ３０ ３０ ３０ １００ １００ １００

北島町鯛浜字川久保 ７６ ３５ ３５ ３５ ４６ ４６ ４６
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騒音規制法では、特に著しい騒音を発生する作業として８種類の建設作業を特定建設作業に指定し、作業実

施の届出の義務、騒音基準値の遵守（敷地境界上で８５デシベル以下）、日祝日の作業及び夜間作業の禁止等の

規制基準を定めています。

騒音規制法に基づく規制地域での特定建設作業実施の届出状況は、表２―２―８１のとおりです。

さらに本県では、工場・事業場騒音と同様に、県公害防止条例による特定建設作業の規制区域の拡張（海上

を除く県下全域）を行っています。条例に基づく規制地域での特定建設作業実施の届出状況は、表２―２―８２

のとおりです。

エ 交通騒音

� 自動車交通騒音

自動車交通騒音については、市町村長が騒音規制法に基づき都道府県公安委員会に対し、所要の措置を要

請する際の基準となる要請限度が定められています。

また、市町村長は、必要があると認めるときは、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることが

施 設 の 種 類 特定工場数 特定施設数

金 属 加 工 機 械 ８４ ２１７

空 気 圧 縮 機 等 ３５０ ３，５３７

土 石 用 破 砕 機 １８ ６１

織 機 １６ ９６９

建設用資材製造機械 ２２ ２９

穀 物 用 製 粉 機 ６ １１

木 材 加 工 機 械 １７６ ７０５

抄 紙 機 ８ ２５

印 刷 機 械 ４９ １９４

合成樹脂用射出成形機 ５ ２４

鋳 型 造 型 機 ６ １７

計 ７４０ ５，７８９

�表２―２―７９ 騒音規制法に基づく特定施設の届出
状況

（平成１３年度現在）

�表２―２―８０ 徳島県公害防止条例に基づく騒音発
生施設の届出状況

（平成１３年度現在）

施 設 の 種 類 騒音発生
工場数等

騒音発生
施 設 数

金 属 加 工 機 械 ８４ ４３９

空 気 圧 縮 機 等 ３４０ １，９９８

土 石 用 破 砕 機 ８５ ２７９

織 機 ９６ １，８８４

建設用資材製造機械 ７９ ９５

穀 物 用 製 粉 機 １１ ２１

木 材 加 工 機 械 ３５８ １，７５６

抄 紙 機 １ ７

印 刷 機 械 ２２ ６８

合成樹脂用射出成形機 １２ ９３

造 型 機 ２ １２

自動車整備用作業場等 ８１９ ８４０

計 １，９０９ ７，４９２
� 特定工場数及び騒音発生工場数は、主要な特定施設の

欄１ケ所にのみ計上しています。

施 設 の 種 類 届出件数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 ２５

びょう打機等を使用する作業 ０

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 １０３

空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 １８

コンクリートプラント等を設けて行う作業 １

バ ッ ク ホ ウ を 使 用 す る 作 業 １０

トラクターショベルを使用する作業 １

ブルドーザーを使用する作業 ０

計 １５８

�表２―２―８１ 騒音規制法に基づく特定建設作業実
施の届出件数

（平成１３年度単年）

�表２―２―８２ 徳島県公害防止条例に基づく特定建
設作業実施の届出件数

（平成１３年度単年）

施 設 の 種 類 届出件数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 １４

びょう打機等を使用する作業 ０

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 ２４

空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 ４

コンクリートプラント等を設けて行う作業 ０

計 ４２
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できるものとされています。

県内の道路に面する地域における騒音は、ほぼ横ばいの傾向にありますが、今後の交通量の動向によって

騒音の増加が予想されます。

�表２―２―８３ 徳島県の自動車種別の保有台数の推移 （単位：上段％、下段千台）

�イ 航空機騒音

航空機騒音は、機種、飛行高度、気象条件によって騒音の大きさが変化すること、間欠的であること、衝

撃性が強い音質であること、影響範囲が広いことが特徴です。

徳島飛行場におけるジェット機（ＤＣ－９－４１型）の就航に伴い、昭和５８年度から徳島市、鳴門市、北島

町及び松茂町で航空機騒音の実態調査を実施しています。継続測定地点での平成１３年度の調査結果は表２―

２―８４のとおりです。

�表２―２―８４ 航空機騒音調査結果（平成１３年度）

オ 近隣騒音

� 深夜飲食店等営業騒音

飲食店関係の営業に伴う騷音については、スナック・カラオケハウス等と住居が混在している地域で苦情

が発生しています。原因として、カラオケ装置等の音響機器、利用者が使用する自動車音、店外での人声な

どが挙げられ、付近住民の深夜の生活環境に影響を及ぼしています。

また、最近では２４時間営業のコンビニエンスストア駐車場においての利用者の話し声や車の空ぶかし等の

騒音が問題になっています。

年及び年度車種 平成８ ９ １０ １１ １２ １３

普通自動車（貨物用、乗合用、特殊
用途用）及び大型特殊自動車

４．９
２６．３

４．９
２７．２

４．９
２８．１

５．０
２８．７

５．０
２９．４

５．１
３０．２

小型自動車（貨物用、乗合用、特殊
用途用）及び軽自動車（貨物用）

３３．９
１８３．９

３２．２
１７９．５

３１．０
１７６．５

２９．５
１７０．６

２８．４
１６６．５

２６．４
１５８．１

普通自動車、小型自動車及び軽自動
車（乗用）

５８．４
３１６．４

６０．１
３３４．９

６１．３
３４８．９

６２．７
３６１．５

６３．８
３７３．３

６５．７
３９２．５

二 輪 自 動 車 ２．８
１５．２

２．８
１５．５

２．８
１５．７

２．８
１６．０

２．８
１６．２

２．８
１６．６

小 計 １００．０
５４１．８

１００．０
５５７．１

１００．０
５６９．２

１００．０
５７６．８

１００．０
５８５．４

１００．０
５９７．４

原 動 機 付 自 転 車 １０１．７ ９７．９ １１０．０ １０６．１ １０３．６ １０１．１

合 計 ６４３．５ ６５５．０ ６７９．２ ６８２．９ ６８９．０ ６９８．５

�１．「自動車数の推移（四国運輸局）」及び「交通統計（徳島県警察本部）」による。
２．各年３月末現在の台数。ただし、原動機付自転車については各年１２月末現在の台数。
３．上段数値は車種別の保有台数全体に占める割合である。（原動機付自転車を除く。）

測 定 地 点 区域の区分 平均値（最大値～最小値）
（単位：ＷＥＣＰＮＬ）

測 定 時 期
（季 節）

徳島市川内町中島 第一種区域外 ５７．５（６２．３～５１．１） 冬

鳴門市大麻町東馬詰 〃 ５５．３（５７．６～５１．４） 春

北 島 町 太 郎 八 須 第一種区域内 ６９．７（７３．７～５９．０） 春・冬

松 茂 町 広 島 〃 ６２．３（６８．４～５４．７） 春・秋

� 「区域の区分」欄に記載してある「第一種区域」とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第４条に規定されて
いる住宅の防音工事の助成対象となる区域のことである。
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�イ 生活騒音

音響機器（ピアノ、ステレオなど）、家庭電気機器（クーラーの室外機など）、ペットの鳴き声等の家庭生

活に起因する苦情も発生しています。

これは、住宅の過密化が進んだのと同時に、電化製品の普及がより進んだことなどのハード面と、近隣関

係が疎遠化していること、生活サイクルが多様化していることなどのソフト面が原因となっています。

� 振 動

ア 工場・事業場振動

工場・事業場振動は、生産工程等の各種機械施設の稼動により発生します。振動規制法では、特に著しい振

動を発生する機械類（当該機械から５ｍの距離でおおむね６０～８０デシベル）を特定施設に指定し、規制地域内

での設置の際の届出及び規制基準値の遵守を義務づけています。

振動規制地域を有する４市７町において、平成１３年度までに届出のあった特定施設数と設置工場数は表２―

２―８５のとおりです。

イ 建設作業振動

建設作業振動は、道路や建物の建設作業機械の稼動により発生し、一時的かつ短期間で終了するが振動レベ

ルが高いこと、屋外作業のため防振対策が難しい等の特徴を持っています。

振動規制法では、特に著しい振動（作業から５ｍの距離でおおむね７０～８５デシベル）を発生する作業を特定

建設作業に指定し、規制地域内での作業実施の届出を義務、振動基準値の遵守（敷地境界線上で７５デシベル以

下）、日祝日の作業及び夜間作業の禁止等の規制基準を定めています。

平成１３年度の特定建設作業実施の届出状況は表２―２―８６のとおりです。

ウ 道路交通振動

道路交通振動は、通過自動車の重量、道路の構造、路面舗装の状態等に大きな影響を受けます。本県では毎

年主要道路沿線において振動調査を行っていますが、全ての地点において振動規制法に定められた「道路交通

振動の要請限度」を大きく下回っています。

平成１３年度に実施した、国道及び主要県道沿線１４地点の調査結果は表２―２―８７のとおりです。

�表２―２―８５ 振動規制法に基づく特定施設の届出
状況

（平成１３年度現在）

�表２―２―８６ 振動規制法に基づく特定建設作業実
施の届出件数

（平成１３年度単年）

施 設 の 種 類 特 定
工場数等

特 定
施 設 数

金 属 加 工 機 械 ８５ ４１８

圧 縮 機 １３６ ６１６

土 石 用 破 砕 機 等 １４ ６９

織 機 ８ ７８９

コンクリートブロックマシン等 ２ ２

木 材 加 工 機 械 １１ ３０

印 刷 機 械 ２１ ５４

ゴム練用ロール機等 ３ １４

合成樹脂用射出成形機 ７ ２４

鋳 型 造 型 機 ２ １０

計 ２８９ ２，０２６

� 特定工場数は、主要な特定施設の欄１ケ所にのみ計上
しています。

施 設 の 種 類 届出件数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 ２０

鋼球を使用して破壊する作業 ０

舗装板破砕機を使用する作業 ３

ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 ６０

計 ８３
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�表２―２―８７ 道路交通振動調査結果 （平成１３年度）

２ 騒音・振動防止対策

� 騒音に係る環境基準の類型指定の状況

騒音に係る環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい音の大き

さであり、この基準達成を行政目標として各種施策が推進されています。

本県の環境基準の類型指定の状況は表２―２―８８のとおりです。

�表２―２―８８ 騒音に係る環境基準の類型指定の状況
（平成１１年徳島県告示第１７６号・平成１３年徳島県告示第１６３号改正・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

� 騒音・振動防止対策

ア 騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定の状況

本県では、騒音規制法に基づき県下４市３０町の一部に、振動規制法に基づいて４市７町の一部に規制地域の

指定を行っています（表２―２―８９）。これにより、特定施設を有する工場・事業場及び特定建設作業を規制す

るとともに、道路交通騒音・振動についても、限度値を超過した場合には道路構造の改善や交通規制などの道

路環境対策の要請を行うことができるものとしています。

測 定 地 点 道 路 名 車 線 数
区 域 の
区 分

測定結果
（単位：デシベル）
昼 間 夜 間

鳴門市大津町吉永 主要地方道 鳴門池田線 ４ 第１種 ３５ ３１

小松島市中田町千代ケ原 主要地方道 小松島港線 ２ 第１種 ３６ ３０

小松島市神田瀬町 主要地方道 小松島佐那河内線 ２ 第１種 ４４ ３３

阿南市橘町大浦 国道５５号 ２ 第２種 ４７ ３４

石井町高川原字高川原 主要地方道 石井引田線 ２ 第１種 ４４ ３３

那賀川町上福井字橋本 県道 大林那賀川阿南線 ２ 第１種 ２９ １９

羽ノ浦町古庄字中川原 国道５５号 ２ 第１種 ４３ ３７

日和佐町奥河内 国道５５号 ２ 未指定 ３０ ２２

松茂町広島字東裏 国道２８号 ２ 第２種 ４５ ３９

北島町江尻字松ノ本 主要地方道 松茂吉野線 ２ 第２種 ４４ ４０

北島町中村字東堤内 主要地方道 徳島鳴門線 ２ 第１種 ４３ ３８

藍住町徳命字前須東 主要地方道 徳島引田線 ２ 未指定 ３７ ３０

鴨島町鴨島 国道１９２号 ２ 第２種 ３９ ３６

池田町ヤマダ 国道３２号 ４ 未指定 ２０ １９

地域の類型 指 定 地 域

Ａ

徳島市、鳴門市、
小松島市，阿南市、
石井町、那賀川町、
羽ノ浦町、日和佐町，
松茂町、北島町、
鴨島町、池田町

左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種低層住宅専用地域、第２種低層住宅専用地域、第１種中高層住宅専
用地域及び第２種中高層住宅専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域（丈
六団地、東急しらさぎ台、市営応神団地等、市営不動団地等、富吉団地等
（以上徳島市）、市営矢倉団地，リューネの森等（以上鳴門市）、あすみが
丘団地（羽ノ浦町）、北島グリーンタウン（北島町））

Ｂ 同 上 左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種住宅地域、第２種住宅地域及び準住宅地域。

Ｃ 同 上 左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域。

� 都市計画法の用途地域及び団地造成地のうち、Ａ類型には専ら住宅の用に住される地域。Ｂ類型には主として住宅の用に供
される地域。Ｃ類型には相当数の住宅と併せて商業・工業等の用に供される地域をあてはめています。
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�表２―２―８９ 騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定の状況

（平成４年徳島県告示第３２８号・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正及び昭和５３年徳島県告示第２４４号・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

さらに、騒音については、騒音規制法以外にも、県公害防止条例により県下全域において、騒音発生施設設

置工場・事業場及び特定建設作業を規制しており、その他、拡声機使用時間帯の制限や飲食店関係営業者の深

夜の静穏の保持義務、自動車使用者の騒音抑制義務などの規定も定めています。騒音規制法、振動規制法及び

県公害防止条例に基づく届出受理、測定調査などは市町村長の事務となっており、規制基準を超えることによ

り周辺の生活環境が損なわれると認められるときには、改善命令等の措置をとることになっています。

イ 工場・事業場及び建設作業の騒音・振動規制等

騒音規制法、振動規制法又は県公害防止条例で定められた施設を工場・事業場に設置しようとする者は、事

前に市町村長に届出をすることになっており、その際、必要に応じて騒音・振動防止等の改善指導を行います。

また、特定施設設置工場等の操業や特定建設作業実施に伴い苦情が発生した時は、必要に応じて測定調査を行

い、規制基準（表２―２―９０、表２―２―９１、表２―２―９２、表２―２―９３）に適合するよう、騒音・振動防止対

策指導を行います。事業者に改善意思が見られない場合は、さらに改善勧告、改善命令を行うこととしています。

平成１３年度は、改善勧告、改善命令を行った事例はなく、すべて指導により対応しています。

�表２―２―９０ 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準

（公害の防止に係る規制の基準等に関する条例別表１５及び平成４年徳島県告示第３２９号・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

市町村名 騒 音
規制法

振 動
規制法 市町村名 騒 音

規制法
振 動
規制法 市町村名 騒 音

規制法
振 動
規制法 市町村名 騒 音

規制法
振 動
規制法

徳 島 市 ○ ○ 日和佐町 ○ 上 板 町 ○ 美 馬 町 ○

鳴 門 市 ○ ○ 牟 岐 町 ○ 吉 野 町 ○ 半 田 町 ○

小松島市 ○ ○ 海 南 町 ○ 土 成 町 ○ 貞 光 町 ○

阿 南 市 ○ ○ 海 部 町 ○ 市 場 町 ○ 穴 吹 町 ○

勝 浦 町 ○ 宍 喰 町 ○ 阿 波 町 ○ 三 野 町 ○

石 井 町 ○ ○ 松 茂 町 ○ ○ 鴨 島 町 ○ ○ 三 好 町 ○

那賀川町 ○ ○ 北 島 町 ○ ○ 川 島 町 ○ 池 田 町 ○

羽ノ浦町 ○ ○ 藍 住 町 ○ ○ 山 川 町 ○

由 岐 町 ○ 板 野 町 ○ 脇 町 ○

�１．騒音規制法は第１～４種区域の４区域に、県条例は第１～４種及びその他の区域の５区域に規制地域を区分しており、各
区域の区分基準は次のとおりです。
第１種区域：良好な住居に供されており、特に静穏の保持を必要とする区域
第２種区域：主に住居の用に供されており、静穏の保持を必要とする区域
第３種区域：住居の用に併せて商業・工業等の用に供されており、地域の生活環境保全のために騒音の発生を防止する必

要がある区域
第４種区域：主として工業等の用に供されており，地域の環境悪化防止のため騒音規制の必要がある区域
その他の区域：１～４種区域以外の地域

２．規制基準値は、工場・事業場の敷地の境界線において測定した騒音の大きさの許容限度です。

時間の区分

区域の区分

朝 昼 間 夕 夜 間

午前５時～午前７時 午前７時～午後７時 午後７時～午後１０時 午後１０時～午前７時

第１種区域（法・条例共通） ４５デシベル以下 ５０デシベル以下 ４５デシベル以下 ４０デシベル以下

第２種区域（法・条例共通） ５０デシベル以下 ５５デシベル以下 ５０デシベル以下 ４５デシベル以下

第３種区域（法・条例共通） ６０デシベル以下 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

第４種区域（法・条例共通） ６５デシベル以下 ７０デシベル以下 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

その他の区域（条例のみ） ６０デシベル以下 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下
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�表２―２―９１ 特定工場において発生する振動の規制に関する基準

（昭和５３年徳島県告示第２４５号・平成４年徳島県告示第３３４号改正・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

�表２―２―９２ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

（昭和４３年厚生省・建設省告示第１号・平成１０年環境庁告示第４１号改正及び公害の防止に係る規制の基準等に関する条例別表第１６）

�表２―２―９３ 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準

（振動規制法施行令別表第２及び振動規制法施行規則別表第１）

時間の区分

区域の区分

昼 間 夜 間

午前７時～午後７時 午後７時～翌日の午前７時

第 １ 種 区 域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

第 ２ 種 区 域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

ただし，学校，保育所，病院，患者の収容施設を有する診療所，図書館及び老人ホームの敷地の周囲５０メート
ルの区域内は，上記の基準値から５デシベルを減じた値とする。

�１．各区域の区分基準は次のとおりです。
第１種区域：良好な住居に供されており、特に静穏の保持を必要とする区域
第２種区域：住居の用に併せて商業・工業等の用に供されており、地域の生活環境保全のために振動の発生を防止する必

要がある区域及び主として工業等の用に供されており、地域の環境悪化を防止するため振動規制の必要があ
る区域

２．規制基準値は、工場・事業場の敷地の境界線上において測定した鉛直振動の大きさの許容限度です。

特定建設作業の種類 騒音の大きさ 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日

くい打機，くい抜機又はくい打くい
抜機を使用する作業

（全区域共）

作業場所の敷
地境界線上で，
８５デシベルを
超えないこと

�法第１号区域

午後７時～翌日
午前７時の時間
内でないこと

�法第２号区域
�条例規制区域

午後１０時～翌日
午前６時の時間
内でないこと

�法第１号区域

１０時間／日を超
えないこと

�法第２号区域
�条例規制区域

１４時間／日を超
えないこと

（全区域共）

連続６日
間を超え
ないこと

（全区域共）

日曜日，
その他の
休日でな
いこと

びょう打機を使用する作業

削岩機を使用する作業

空気圧縮機（定格出力１５kw以上）
を使用する作業
コンクリートプラント又はアスファ
ルトプラントを設けて行う作業
※バックホウ（定格出力８０kw以上）
を使用する作業
※トラクターショベル（定格出力７０
kw以上）を使用する作業
※ブルドーザー（定格出力４０kw以
上）を使用する作業

�１．区域の区分は次のとおりです。
法第１号区域：特定工場等において発生する騒音の規制区域のうち，第１種、第２種、第３種区域の全域と第４種区域の

一部（学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね８０メートルの区域）
法第２号区域：特定工場等騒音規制区域の第４種区域から上記第１号区域を除く区域
条例規制区域：条例のその他の区域（特定工場等騒音規制区域第１～４種区域以外の区域）

２．※の３種は、法第１、２号区域内での作業のみ規制対象となります。（条例規制対象外）
３．規制基準を超過した場合、騒音防止の方法の変更や作業時間の短縮が勧告されます。

特定建設作業の種類 振動の大きさ 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日

くい打機，くい抜機又はくい打くい
抜機を使用する作業

（全区域共）
作業場所の敷
地境界線上で
７５デシベルを
超えないこと
（鉛直振動）

�法第１号区域
午後７時～翌日
午前７時の時間
内でないこと

�法第２号区域
午後１０時～翌日
午前６時の時間
内でないこと

�法第１号区域
１０時間／日を超
えないこと

�法第２号区域
１４時間／日を超
えないこと

全区域共
連続６日
を超えな
いこと

全区域共
日曜日，
その他の
休日では
ないこと

鋼球を使用する破壊作業

舗装板破砕を使用する作業

ブレーカー（手持式のものを除く。）
を使用する作業

�１．区域の区分は次のとおりです。
法第１号区域：特定工場において発生する振動の規制区域のうち、別に定めた区域及びそれ以外の区域の一部（学校、保

育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲８０メートルの区域）
法第２号区域：特定工場等振動規制区域のうち上記第１号区域を除く区域

２．規制基準を超過した場合、振動防止の方法の変更や作業時間の短縮が勧告されます。
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ウ 交通騒音・振動

� 自動車交通騒音・振動

騒音規制法及び振動規制法では、自動車

交通による道路周辺地域の生活環境悪化を

防止するため、「要請限度」を定めていま

す。（騒音：表２―２―９５、振動：表２―２

―９４）

�表２―２―９５ 自動車騒音の要請限度（平成１２年総理府令第１５号）

�表２―２―９６ 自動車騒音の要請限度（平成１２年徳島県告示第２１４号）

測定値が要請限度を超過し、騒音・振動による周辺環境の悪化が認められる場合には、市町村長は公安委

員会や道路管理者に対し、速度規制や道路構造の改善などの道路環境対策の要請等を行うこととなっています。

平成１３年度において、これらの要請等はありませんでした。

また、騒音規制法では、自動車騒音防止対策として自動車単体騒音の規制値「許容限度」を定めています。

これは、自動車個体が走行中に発生する騒音の限度値を定めることで、騒音低減技術の開発を促進し、騒音

低減を図るものです。国では、昭和４６年度以降、順次車種別に許容限度値の強化を行っています。（表２―

２―９７）

時間区分

区域区分

昼 間 夜 間

午前７時から
午後７時

午後７時から
翌日の午前７時

第１種区域 ６５デシベル ６０デシベル

第２種区域 ７０デシベル ６５デシベル

時間の区分

区域の区分

昼 間 夜 間

午前６時～午後１０時 午後１０時～翌日の午前６時

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する
道路に面する区域 ６５デシベル ５５デシベル

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する
区域 ７０デシベル ６５デシベル

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する
道路に面する区域及びｃ区域のうち車線
を有する道路に面する区域

７５デシベル ７０デシベル

地域の類型 指 定 地 域

ａ区域

徳島市、鳴門市、
小松島市、阿南市、
石井町、那賀川町、
羽ノ浦町、日和佐町、
松茂町、北島町、
鴨島町、池田町

左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種低層住宅専用地域、第２種低層住宅専用地域、第１種中高層住宅専
用地域及び第２種中高層住宅専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域（丈
六団地、東急しらさぎ台、市営応神団地等，市営不動団地等、富吉団地等
（以上徳島市）、市営矢倉団地、リューネの森等（以上鳴門市）、あすみが
丘団地（羽ノ浦町）、北島グリーンタウン（北島町））

ｂ区域 同 上
左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種住宅地域，第２種住宅地域及び準住宅地域。

ｃ区域 同 上
左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域。

騒
音
・
振
動

�表２―２―９４ 道路交通振動の要請限度

（振動規制法施行令別表第２及び昭和５３年徳島県告示第２４７号）

� 区域区分は、表２―２―９０の区分と同じです。
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�表２―２―９７ 自動車の単体騒音の許容限度 （単位：デシベル）

�イ 航空機騒音

徳島飛行場における騒音対策としてこれまで、

ａ 緩衝緑地等を設置し、滑走路北側のターミナル地域及び北側平行誘導路に隣接する区域の騒音障害の軽

減を図った。（徳島県実施）

ｂ 滑走路の沖出し（滑走路を海側へ４６０ｍ移動）による周辺住宅への騒音影響緩和と滑走路延長（２，０００ｍ）

に伴う低騒音型ジェット機（ＭＤ－８１）導入を図るため、滑走路拡張工事を行った（運輸省実施、昭和６２

年４月完了）

ｃ 海上自衛隊訓練機の低騒音型機（ＴＣ－９０）への転換を図る（昭和６１年度完了）とともに、住宅防音工

事を実施する（防衛庁、防衛施設局実施）

など、航空機騒音による障害防止のため、諸施策の推進に努めています。（表２―２―９９）

�表２―２―９８ 住宅防音工事進捗状況 （平成１３年３月３１日現在）

自 動 車 の 種 別
自動車単体騒音の許容限度値
定常走行
騒 音

近接排気
騒 音

加速走行
騒 音

大
型
車

車両総重量３．５トン超 全輪駆動車、トレーラー及びクレーン車 ８３ ９９ ８２

原動機最高出力１５０kW超 トランク、バス ８２ ９９ ８１

中
型
車

３．５トン超１５０kW以下
全輪駆動車 ８０ ９８ ８１

全輪駆動車以外 ７９ ９８ ８０

小
型
車

３．５トン以下 ７４ ９７ ７６

乗
用
車

専ら乗用で定員１０人以下
車両後部に原動機を有する普通・小型・軽自動車 ７２ １００ ７６

車両後部に原動機を有しない ７２ ９６ ７６

二
輪
自
動
車

排気量２５０㏄超 小型二輪自動車 ７２ ９４ ７３

排気量１２５㏄超２５０㏄以下 軽二輪自動車 ７１ ９４ ７３

自

転

車

原
動
機
付

排気量５０㏄超１２５㏄以下 第二種原動機付自転車 ６８ ９０ ７１

排気量５０㏄以下 第一種原動機付自転車 ６５ ８４ ７１

� 定常走行騒音：一定の速度で走行する際に発生する騒音 （平成１２年２月改正）
近接排気騒音：停車時にエンジン、排気管から発生する騒音
加速走行騒音：市街地を走行する際に発生する最大の騒音

� 各年度の上段は追加工事による全室防音工事世帯数

対象区域
対 象
件 数
世帯数

年 度 別
合 計
（件）町

名ＷＥＣＰＮＬ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

北
島
町
７５～８０ ２９４

２３４ ４８ ３ １ １ ２ １
８２ １０１

１
２２ ２ ５ ７ ５ ５ ２２９

２９１

松

茂

町

８５～ ３
３
３

３
３

８０～８５ ２０８
１５１

１０
３８

８０
５

７２
６

６
１

３
１

３
１

１ １ １ ４ １８１
２０３

７５～８０ １，２９２
８４９ １２４ １７ １６ １２ １５

３４２ １５５ ９５
１６

２２ ４０ ３７
２５

３５
５

２ １ １ ７３０
１，０７９

計 １，７９７ ３
１，２３７

１０
２１０

８０
２５

７２
２３

６
１４

３
１８

３
１

１
１
３４２
０
２３７
０
１９６
１７

４４
０

４３
０

４２
２５

４２
５

８
０

９
０

１
０

１，１４３
１，５７６
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エ 近隣騒音

� 深夜飲食店等営業騒音

飲食店関係などの営業、または拡声機使用の宣伝放送に起因する苦情に対しては、各市町村において、県

公害防止条例の訓示規定である深夜における静穏保持又は夜間における拡声機の使用制限、もしくは特定工

場等の規制基準値を準用することで．営業者に対し騒音原因機器の使用の自粛や防音工事の実施等を指導し、

その解決に努めています。

このうち、飲食店関係営業については、風俗営業等規制及び適正化に関する法律及び法律施行条例により、

深夜の営業地域の制限、音量の制限等の規制が実施されています。

�イ 生活騒音

家庭生活に起因する騒音の苦情については、個々人のマナーやモラルに依存する面が大きく、法律等で規

制することになじまないため、広報紙等を用いた騒音防止意識の普及啓発を行うことで、その発生防止に努

めています。

また、近年、住宅の農地付近への進出や、早期米の作付けの増加による、雀脅し機をはじめとする農業用

機械への苦情については、使用者に対し使用方法や代替方法を指導することで、その解決に努めています。

３ 今後の主な施策

� 工場・事業場及び建設作業の騒音

ア 工場・事業場

本県では、特定工場等は中小規模のものが大多数であり、住居と工場が混在していることや、敷地が狭小で

あるために防音対策が困難な場合が多いことなど、土地利用が騒音問題の大きな原因となっていることが少な

くありません。

このため、工業団地の造成等により、住工分離を推進するなどの土地利用の適正化を図るのが、適正な対策

となります。

イ 建設作業

市町村及び県では、事業者からの建設作業に関する問い合わせ時や実施の届出時に際し、工事実施時の周囲

への配慮の徹底をお願いするとともに、作業機械として、建設省が指定されている低騒音型・低振動型機械の

積極的な使用を指導しています。

� 交 通 騒 音

ア 自動車交通騒音

自動車騒音の有効な低減策として、自動車単体騒音の規制強化が実施されていますが、自動車交通量の増加

（特に夜間）が、騒音の低減を妨げているのが現状です。また、沿道は道路の利便性をふまえて土地利用がさ

れており、遮音壁などの構造物設置による防音対策が難しくなっています。

このため、環境行政による騒音監視測定だけでなく、道路建設段階での騒音対策や道路構造の改善、交通網

の合理化などの施策を総合的に進める事が大切であるため、関係機関との連携を図りながら生活環境の保全に

取り組みます。

イ 航空機騒音

徳島飛行場においては、県及び市町が協力して毎年実施している騒音測定調査により、飛行場周辺の生活環

境を把握しています。

� 近 隣 騒 音

ア 深夜飲食店等営業騒音

苦情実態の把握に努め、必要に応じて条例による規制を行い、効率的な防音対策を指導します。

イ 生活騒音

広報紙や環境保全普及事業等をとおして、個々人の生活騒音防止への意識向上の啓発を進めていきます。

騒
音
・
振
動
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第４節 悪 臭

１ 悪臭の現況
平成１３年度の総苦情に対する悪臭の割合は、１０．７％であり、大気汚染の苦情（３９．１％）、水質汚濁の苦情（１３．０％）

についで３番目に多くなっております。

悪臭に係る苦情件数は６５件であり、前年度より４０件減少しています。

また、発生源別の苦情件数の内訳は、製造業（３２．３％）、農業（２０．０％）、サービス業（１０．８％）となっています。

図２―２―３４ 悪臭の発生源別苦情件数の構成比の推移（単位：％）

２ 悪臭防止対策
悪臭防止法では、規制地域を指定し、その地域内における工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の

排出を規制しています。本県における地域指定の状況及び敷地境界線等の規制基準は表２―２―９９、表２―２―１００の

とおりです。また、メチルメルカプタン等硫黄系４物質については、排出水中に含まれる悪臭物質の規制が行われ

ており、その規制基準は表２―２―１０１となっております。

なお、工場等に対する規制事務は、法に基づき市町村が実施しています。

悪臭の主要な発生源は、表２―２―１０２のとおりです。

これらの発生源に対しては、市町村と連携を図り、苦情処理及び発生源監視を目的として、必要に応じて悪臭物

質の調査測定などを行い、対策が必要なものについては指導を行っています。

�表２―２―９９ 悪臭防止法に基づく地域指定の状況 （平成７年徳島県告示第３１０号）

区 分 指 定 地 域

徳 島 市
阿 南 市
石 井 町
松 茂 町
鳴 門 市

都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域として定められている区域及び同項に規
定する市街化調整区域として定められている区域のうち別図に掲げる区域

小 松 島 市 市街化区域

北 島 町
藍 住 町 全 域
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�表２―２―１００ 悪臭防止法に基づく規制基準（大気中における濃度） （平成７年徳島県告示第３１１号）

�表２―２―１０１ 悪臭防止法に基づく規制基準（排水中における濃度） （平成９年徳島県告示第２３５号）

備考１ 規制基準は当該事業場から敷地外に排出される排出水中の濃度である。
２ 排出水中の濃度は、次式により算出された濃度をいう。

ＣＬｍ＝ｋ×Ｃｍ
ＣＬｍ：排出水中の悪臭物質濃度（単位㎎／ｈ）

ｋ：定数
Ｃｍ：事業場敷地境界線における規制基準（単位ppm）

悪臭物質名 事業場から排出される排水の量 許 容 限 度
（ppm）

メチルメルカプタン

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 ０．０５

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．０１

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．００２

硫 化 水 素

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 ０．３

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．０６

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．０１

硫 化 メ チ ル

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 １．０

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．２

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．０４

二 硫 化 メ チ ル

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 ０．６

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．１

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．０３

悪 臭 物 質 名
敷地境界基準

排 出 口 基 準
規制基準値（ppm）

ア ン モ ニ ア １．５

悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二
硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピ
オン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉
草酸を除く。）の種類に応じ、規制基準値を基礎と
して、次式により算出して得た流量とする。

ｑ＝０．１０８×He２・Ｃｍ
ｑ：悪臭物質の流量（Ｎ�／時）
He：補正された排出口の高さ（ｍ）
Cm：敷地境界における規制基準（ppm）

※Heが５ｍ未満の場合はこの式は適用しない。

メ チ ル メ ル カ プ タ ン ０．００３

硫 化 水 素 ０．０５

硫 化 メ チ ル ０．０３

二 硫 化 メ チ ル ０．００９

ト リ メ チ ル ア ミ ン ０．００５

ア セ ト ア ル デ ヒ ド ０．０５

プロピオンアルデヒド ０．０５

ノルマルブチルアルデヒド ０．００９

イソブチルアルデヒド ０．０２

ノルマルバレルアルデヒド ０．００９

イソバレルアルデヒド ０．００３

イ ソ ブ タ ノ ー ル ０．９

酢 酸 エ チ ル ３

メチルイソブチルケトン １

ト ル エ ン １０

ス チ レ ン ０．４

キ シ レ ン １

プ ロ ピ オ ン 酸 ０．０３

ノ ル マ ル 酪 酸 ０．００１

ノ ル マ ル 吉 草 酸 ０．０００９

イ ソ 吉 草 酸 ０．００１

悪

臭
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�表２―２―１０２ 代表的な悪臭物質と主要発生源事業場

悪 臭 物 質 主 要 発 生 源 事 業 場

ア ン モ ニ ア 畜産事業場、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸骨処理
場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等

メ チ ル メ ル カ プ タ ン クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水
処理場等

硫 化 水 素
畜産農場、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業、ビスコー
スレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿
処理場、下水処理場等

硫 化 メ チ ル クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水
処理場等

二 硫 化 メ チ ル クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水
処理場等

ト リ メ チ ル ア ミ ン 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等

ア セ ト ア ル デ ヒ ド アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロロプレン
製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理場

プロピオンアルデヒド

塗装工場、その他金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、
油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イ ソ ブ タ ノ ー ル

塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、
その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等

酢 酸 エ チ ル

メチルイソブチルケトン

ト ル エ ン

キ シ レ ン （トルエン）に同じ

ス チ レ ン スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリスチレン加工工場、ＳＢＲ製造
工場、ＦＲＰ製品製造工場、化粧合板製造工場等

プ ロ ピ オ ン 酸 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場等

ノ ル マ ル 酪 酸

畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製
造工場、し尿処理場、廃棄物処理場等

ノ ル マ ル 吉 草 酸

イ ソ 吉 草 酸
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第５節 土 壌 環 境

１ 土壌汚染の現況

昭和４５年に農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（以下、土壌汚染防止法という。）が制定され、特定有害物

質としてカドミウム、銅及びひ素が指定されました。

また、近年、生活水準の高度化、産業活動の活発化等に伴い、土壌への有害物質の負荷が増大する傾向にあり、

新たな化学物質による環境汚染の懸念が高まってきたことから、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持

することが望ましい基準として、平成３年に「土壌の汚染に係る環境基準」が制定され、平成６年及び平成１３年の

追加も含め、現在、重金属及び有機塩素系化合物等２７項目について基準が定められています。

また、近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数が著しく増加し、土壌汚染による健康被害の懸念や対策の

確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、

土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策

法」が平成１４年５月２２日に成立し、２９日公布され、平成１５年２月１５日から施行されました。

２ 土壌汚染防止対策

土壌汚染は、工場廃液の流入、粉じんの飛散、産業廃棄物等の投入等によって引き起こされる場合が多く、した

がって水質汚濁の防止、大気汚染の防止、産業廃棄物の処理の監視がそのまま土壌汚染の防止につながっています。

農用地に関しては、環境省告示の「土壌汚染に係る環境基準」（巻末資料参照）並びに、土壌汚染防止法におい

て、農用地土壌汚染対策地域の指定要件として「カドミウムについては米１㎏につき１㎎以上、ひ素、銅について

は農用地（田に限る。）土壌１㎏につきそれぞれ１５㎎以上、１２５㎎以上であること」が定められています。

また、環境省では再生有機質資材の農用地施用による被害発生を防止するため、土壌中の重金属等の蓄積防止に

係る管理基準として土壌（乾土）１㎏につき亜鉛１２０㎎を定めています。

なお、特殊肥料のうち堆肥等については、平成１２年１０月から県（農業経営課）が肥料取締法により銅、亜鉛につ

いて一定量以上含有する場合は、生産業者に対して、表示を行うように指導をしております。

３ 今後の主な施策

突発的に発生する土壌汚染については適宜調査で対応します。また、特殊肥料については、肥料取締法により検

査を継続します。さらに、今後、新たに発生した土壌汚染については、土壌汚染対策法の適正な運用により対応を

図ってまいります。

土
壌
環
境
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